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第２１期町田市立図書館協議会 

第１回定例会議事録（要旨） 

日 時  ２０２５年９月２６日（金）１４時～１６時 

場 所  町田市立中央図書館 ６階中集会室 

出席者 （委 員）小山 憲司、若色 直美、大石 眞二、工藤 成、 

中川 妃菜、福田 有美子、高橋 峰子、吉田 和夫、 

二川原 陽一 

リモート参加 仲村 拓真  

    （事務局）図書館長、図書館副館長、図書館担当課長 

         図書館職員１０名 

傍聴者  ４名 

 

○事務局     定刻になりましたので、ただいまから第２１期第１回町田

市立図書館協議会を開会いたします。 

会議に先立ちまして、事務局から報告をさせていただきま

す。本日の会議ですが、委員のＡ先生がまだご連絡いただい

ていなのですが、今、９名の委員の方にご出席いただいてお

ります。定足数である過半数を満たしておりますので、会議

は成立しております。Ｂ委員はリモート参加いただいており

ます。Ｂ先生聞こえますでしょうか。ありがとうございます。 

次に、本協議会は、「町田市審議会等の会議の公開に関する

条例第３条」に基づき、公開が原則となっております。本日

の傍聴についてですが、傍聴人は４名でございます。 

続いて、配布物の確認です。まず、委員の委嘱についてで

すが、委嘱書は、机上配付とさせていただきましたので、ご

確認をお願いいたします。 

会議資料につきましては、お手元に配布資料一覧をお配り

しておりますので、ご確認いただき不足などあれば随時事務

局スタッフにお声がけください。 

新任の委員の方には本日の資料とは別に封筒に、各種計画

書などの基礎資料をお配りしています。 

次に、議事録と会議における発言についてのお願いです。

資料２をご覧ください。議事録作成に関するルールは時間が

ある時にお目通し願います。 

発言のルールですが、録音に基づき議事録を作成しますので、

資料２の下段のとおり、発言の際は挙手をして、委員長から
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指名されましたら、お名前を名乗ってからご発言願います。  

では、次第に沿って進めてまいりますが、まずは図書館長

から一言ご挨拶をさせていただきます。では館長、お願いい

たします。 

 

○図書館長    皆様、こんにちは。本日はご多用の中、図書館協議会へご

参集いただきありがとうございます。 

今期はじめての図書館協議会となりますので、最初に一つ

お願いをさせていただきます。図書館協議会は図書館法とい

う法律の上で位置付けられた機関であり「図書館の運営に関

し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕に

つき、館長に意見を述べる機関」と規定されています。図書

館の本務は、ごく大雑把に言うと「本を集めて整理しておい

てみんなに使ってもらう」ということなのですが、近年、図

書館をどのように使っていこうかということが内外の課題に

なっている所です。私はコロナ真っ盛りの２０２０年度から

図書館長を拝命しているのですが、その僅か６年の間にも

様々な意見や新たな行動が、町田市のみならず全国各所で進

められています。図書館協議会の委員の皆様に私からお願い

したいことは、是非皆様それぞれの知見を基にした図書館へ

のご意見をどんどん寄せていただきたいということに尽きま

す。私どもは皆様のご意見に基づき、従来の図書館の仕事を

さらに進化させるとともに、全く新たな視点の図書館のあり

方というものを作っていきたいと考えております。 

以上、簡単ながらご挨拶とさせていただきます。 

 

○事務局      ありがとうございます。続きまして、委員の皆様の自己紹

介をお願いしたいと思います。所属と名前と一言でお願いい

たします。 

 

  （委員自己紹介） 

 

○事務局     皆様、ありがとうございました。 

それでは、次の次第に移りたいと思います。委員長と副委

員長の選任を行います。委員長と副委員長に関しましては、

町田市立図書館協議会条例の第４条で委員の互選により定め



3 

 

るという形になっております。 

まず、委員長の選任ですが、委員長に立候補される方、ま

たは推薦したい方がいらっしゃいましたらお願いいたしま

す。 

 

○Ｃ委員     委員長に、中央大学教授のＤ先生はいかがでしょうか？推

薦したいと思います。 

 

○事務局     ありがとうございます。Ｄ先生、いかがでしょうか？ 

 

○Ｄ委員     初めて参加したのですが、皆様がよろしければ、お引き受

けしたいと思います。 

 

○事務局     ありがとうございます。皆様、よろしければ、拍手をもっ

てＤ委員を委員長に選出したいと思います。 

 

○一同      拍手。 

 

○事務局     ありがとうございます。Ｄ委員、よろしくお願いいたしま

す。委員長の席にお移りください。続いて、副委員長に立候

補される方、もしくは推薦したい方はいらっしゃいますでし

ょうか。 

 

○委員長     では、私から良いでしょうか。一番長く委員をお務めいた

だいていて、前期もお務めいただいていたと事務局からも伺

っている、Ｃ委員にお助けいただけたらと思います。いかが

でしょうか？ 

 

○事務局     では、Ｃ委員、よろしいでしょうか？ 

 

○一同      拍手。 

 

○Ｃ委員     ふつつかですが、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局     副委員長の席にお移りください。では、委員長、副委員長、

どうぞよろしくお願いいたします。改めて、一言ずつご挨拶
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をいただきたいと思います。委員長からお願いいたします。 

 

○委員長     子どものころに相模原市に住んでいたとき、市立図書館が

遠かったので、小学校に来てくれていたみどり号という自動

車文庫を利用しておりました。残念ながら現在、相模原市に

それはありませんが、市域の広い町田市では、自動車文庫に

よってそれをカバーするだけのサービスを今でも維持されて

いて、子どもたちからお年寄りまで広く市民の方々が利用で

きるような環境が用意されているということを感じておりま

す。 

一方、この協議会に集まっていただいた委員の皆様はいろ

いろな視点から図書館に関するご意見をお持ちだと思います。

先ほどＣさんから、協議会が年に２回しかないとお話があり

ましたけれども、まずはその２回を皆さんが発言できる機会

と捉えていただいて、より良い図書館サービス、図書館活動

に繋げられるようにこの場をご利用いただいて、ぜひその声

を図書館に届けたいと思いますし、図書館にはそれを受け止

めていただいて、図書館活動を広げて、あるいは深めていた

だけたらと思います。そのための活動に少しでもお役に立て

たらと思いますので、皆様のご協力、ご支援をよろしくお願

いします。 

 

○副委員長    Ｄ先生のお話が染みて、私たちはいったい何を届けられる

のか、何の言葉を届けられるのか、図書館にはそれが実行に

移していただけるのか、私たち協議会委員の大きな役目だと

思います。１期目は本当に私は何も喋れませんでした。図書

館のことをよく分かっていない、他市のこともよく分かって

いない。どうやって調べていいのかすら分かってないという

状態でした。でもやっていくうちに、図書館のことをいろい

ろ調べていくうちに、町田の図書館の頑張りとか努力されて

いる面というのも分かりますし、もうちょっとこうしてほし

いなという面も正直見えてまいります。皆さん自分が専門家

じゃないといって、本当に恐れないで皆さんの言葉で話して

いただけるのが１番いいのかなと思っています。私がいい例

です。私は本当に何も分かりませんでした。分からないまま

ここに座っているだけの２時間というのもありました。でも
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皆さん絶対何かしら感じることがあると思うので、ご発言い

ただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局     委員長、副委員長ありがとうございました。では、ここか

らは委員長に会の進行をお願いしたいと思います。委員長、

よろしくお願いいたします。 

 

○委員長     承知いたしました。皆様よろしくお願いいたします。改め

まして協議会の次第をご覧ください。現在、次第の３つ目ま

で終わりましたので、４つ目の議題に移ります。町田市生涯

学習審議会委員の推薦についてです。本件について事務局か

らご説明お願いします。 

 

○事務局     資料３をご覧ください。町田市生涯学習審議会は、教育委

員会の諮問に応じて、生涯学習の振興及び社会教育に関する

基本方針の立案、施策及び事業について調査審議する機関で、

Ｅ委員が会長を務めていらっしゃいます。委員の構成の②

「生涯学習または社会教育の関係機関の代表」として、従前

から図書館協議会に１名分の推薦依頼があり、第２０期協議

会の推薦のもとＢ委員にご出席いただいております。なお現

在審議会は第７期で期間は来年３月末までとなっております。

当図書館協議会が新たに第２１期を迎えましたので、改めて

委員の推薦をいたしたく、お諮りするものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○委員長     ありがとうございました。今の説明について何か質問はご

ざいますか。     

質問がないようでしたら、図書館協議会からの推薦という

ことですけれども、立候補または推薦がございましたら挙手

でお願いいたします。 

では、特にないようでしたら先ほど事務局から説明があり

ましたように、前期にもご担当いただいたＢさんにお願いで

きたらと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○一同      拍手。 
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○Ｂ委員     Ｄ先生からご指名いただいたのに引き受けないわけにはい

きません。引き続きお受けしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

○委員長      ありがとうございます。Ｂさんよろしくお願いいたします。 

では、続きまして議題の５つ目「町田市子ども読書活動

推進計画推進会議への委員選出について」です。こちらも事

務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局     資料４－１、４－２をご覧ください。「町田市子ども読書

活動推進計画推進会議」では、子ども読書活動推進計画を効

果的に推進するために、子どもたちに関わる市民と行政が同

計画の進捗状況について、確認や情報交換を行っています。

子ども読書活動推進計画につきましては、資料４－３として

「概要版」を、また当日配布資料として、「第五次町田市子

ども読書活動推進計画」の「全体版」をお配りしております

ので、お時間あるときにご覧いただければと思います。推進

会議は、１４名の委員で構成されておりまして、学校教育関

係の方や、子どもに関係する方、町田市の関係部署などが委

員となっています。これまでも、図書館協議会から１名選出

しておりまして、現在Ｆ委員の方にお願いしているところで

ございます。 今期の委員任期が２０２５年１０月３１日で

満了となるため、次の委員の推薦をお願いするものです。任

期は２年間で、２０２５年１１月１日から２０２７年１０月

３１日までとなります。会議の開催は年に２回で、今年はす

でに７月に１回行いまして、次回は年明けの１月下旬から２

月初旬に開催する予定です。会場はこちら中央図書館です。

謝礼は会議１回の出席につき１万５００円となります。依頼

書とあわせて推薦書を委員長にお渡しいたしますので、町田

市子ども読書活動推進計画推進会議への委員１名の推薦をお

願いいたします。説明は以上です。 

 

○委員長      ありがとうございました。こちらも今回、期がかわるとい

うこともあって、新たに図書館協議会に１名の推薦依頼を受

けました。説明についてはよろしいかと思いますので、皆さ

んの中から立候補もしくはこの方を推薦したいというご意見



7 

 

がございましたら、ご発言いただけたらと思います。いかが

でしょうか。 

 

○Ｇ委員     推薦という形になるのですが、前年度も担当されていて、

かつ特にこの委員の方々の中で元々関わっていらっしゃるＦ

委員を推薦させていただけたらなと思います。 

 

○委員長     ありがとうございます。ほかにご推薦なければＦさんにお

願いしたいと思いますが、皆さん、いかがでしょうか。 

 

○一同      拍手。 

 

○委員長     Ｆさん、いかがでしょうか。 

 

○Ｆ委員     微力ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○委員長     ありがとうございます。先ほど説明のありました水色の冊

子の「第五次町田市子ども読書活動推進計画」が今年度から

スタートします。しかし、第四次からの継続性というのもあ

りますし、それを踏まえた上での次のステップという意味で

第五次計画が位置づけられるかと思います。Ｆさんはその前

からご存知なので大変適任かと思いました。よろしくお願い

いたします。 

次第に戻ります。続いて６番目の図書館評価についてです。

こちらが本日のメインと申しますか、とてもやりがいのある

活動になるかと思います。まずは事務局にご説明をお願いし

たいと思います。 

 

○図書館長    これから外部評価をお願いいたしますので、様式の方をお

持ちいたします。 

 

○委員長     確かに承りました。 

 

○事務局     よろしくお願いいたします。ただいま館長より依頼文書を

お渡しさせていただきました。今年度も外部評価をお願いい

たします。 
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図書館評価についての説明ですが、前半は概要説明をさせ

ていただきます。後半は各事業について各担当から説明とい

う形にさせていただきます。 

まず資料５－１をご覧ください。だいぶ前の話に戻ってし

まって申し訳ないのですが、「外部評価に基づく図書館の取

組」という資料をご用意しております。昨年度は２０２３年

度の実績の外部評価を行っていただきありがとうございまし

た。資料５－１の外部評価に基づく図書館の取組は、２０２

２年度・２０２３年度の外部評価に基づく図書館の取組をま

とめたものになります。 

今回は、評価の項目が変わることもあり、２年分をまとめ

させていただきました。表の見方といたしましては、外部評

価では様々な内容のコメントをいただいていますが、その中

でこの文言に対応する図書館の取組がこれだと分かるように

番号をつけて、抜き書きにさせていただいております。外部

評価をいただくのが実施した年度の次年度の終わりごろにな

るため、取組の反映や表の作成など時間が掛かってしまい申

し訳ありませんが、少しずつでも図書館事業を改良しながら

取り組んでまいりますので今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

次に進みます。資料５－２をご覧ください。図書館評価に

ついてです。新しく委員になられた方もいらっしゃいますし、

図書館評価も第４期となりますので、これまでの経緯をざっ

とご説明させていただきます。 

          １、図書館評価の経緯。２００８年の図書館法改正を契機

として、図書館評価に取り組むこととしました。図書館自身

が運営の状況を自己点検し、改善するとともに、積極的に情

報提供を行うことが努力義務とされています。町田市立図書

館では第１期を２００９年度から２０１３年度として図書館

の運営及びサービスについて評価項目を設定し、５年間で到

達すべき目標、及び単年度の取組目標を設定しその達成状況

を評価しました。 

第２期は２０１４年度から２０１８年度で、「図書館事業

計画」を策定しましたので、そこから活動指標を選び当該年

度の実績と取組を記入しました。図書館の実態を分かりやす

く公表することを目標に、事業活動の評価を行いました。 
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第３期は２０１９年度から２０２３年度。図書館事業計画の

内容が生涯学習推進計画に含まれたため、「生涯学習推進計

画２０１９－２０２３」の項目を評価対象としました。図書

館が取り組みたい項目を具体的に示していて、年度目標も設

定していました。２００９年度から図書館協議会に外部評価

を依頼しています。 

次に２．第４期図書館評価・外部評価（案）についてです。 

ア．図書館評価の対象。第３期で評価対象としていた「生涯

学習推進計画２０１９－２０２３」が「町田市教育プラン２

０１９－２０２３」と統合されて「町田市教育プラン２４－

２８」に引き継がれました。そのため、「町田市教育プラン

２４－２８」の図書館該当項目５事業１３指標を対象としま

す。加えて図書館各館直営館６館を年度ごとに指定して図書

館評価の対象とします。 

ここで、資料５－４をご覧ください。こちらは教育プラン

の各重点事業の点検及び評価シートの図書館該当分になりま

す。重点事業１６、子ども・若者の読書活動推進。活動指標

として①「第五次町田市子ども読書活動推進計画（２０２５

年度～２０２９年度）」の策定と推進。②が若者が参画する

読書普及イベントの実施件数となっております。③について

は薄い文字になっているのですが、こちらは文学館の事業で

ございまして今回の図書館協議会の評価対象とはしておりま

せんのでご承知おきください。 

めくっていただき重点事業１８、学びにつなげる図書館体

験。活動指標が①図書館講座・図書館員体験の実施回数、②

移動図書館の出張運行箇所、③レファレンス件数となってお

ります。重点事業２３、多様な図書館サービスの提供。活動

指標が①障がい者サービスＰＲ展示等の実施件数、②障がい

者サービスボランティア養成講座の受講者数、③デイジー再

生機器貸出・操作支援となっております。 

重点事業３３、図書館再編と運営体制の構築。活動指標が

①さるびあ図書館と中央図書館の集約、②鶴川図書館の図書

コミュニティ施設への転換と運営支援、③図書館全体の運営

体制の検討・構築となっております。 

重点事業３９、地域で活動する図書館ボランティアの育

成・支援。活動指標が、①市民向け絵本の読み聞かせ講座
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（基礎編、応用編、実践編）の開催回数、②おはなし会ボラ

ンティアの新規登録者数、③障がい者サービスボランティア

養成講座の受講者数は重点事業２３の再掲となっております。 

今説明したのが、教育プランの方の評価の事業となります。

それから、年度ごとに指定した館ということで、今年度は中

央図書館の２０２４年度事業が対象となります。参考として

資料５－５に「事業別行政評価シートの抜粋」をお付けして

います。 

資料５－２にお戻りください。イ、外部評価の実施概要に

なります。第１回協議会では、評価の流れの説明と、教育プ

ランの各取組項目の内容について説明します。 

資料は先ほどご覧いただいた資料５－４の教育プランの各重

点事業の点検及び評価シート、本日机上に置かせていただき

ました、「町田の図書館２０２４年度」こちらはまだ未定稿

となりますので、外部へは出さないようにお願いいたします。

また、まだ完成してないので、文章の表現などが変更になる

場合がありますのでご了承ください。それからこちらも本日

机上に置かせていただきました補助資料となります「外部評

価提供資料一覧」が分厚い束で置かれております。この後各

担当からの事業説明がありますが、その際の参考資料などと

なります。これらの資料をご覧いただいて評価を行っていた

だくことになります。そして各委員からの質問やご意見をい

ただく形になります。 

２つ目です。委員の皆さんからすべての事業についてコメ

ントをいただきたいですが、中でも特にコメントをいただき

たい事業について、担当委員を設定させていただきました。 

資料５－３をご覧ください。先ほどご覧いただいた教育プ

ランの重点事業と活動指標を表にしてあります。右端の方に

担当委員と書かせていただいております。どの委員の方もど

の事業についてもコメントはもちろんいただけるのですが、

担当になった事業については、必ずコメントをいただきたい

ということです。各委員とも２つの重点事業と今年度は中央

図書館についてのコメントをいただければと思います。 

委員長となられたＤ委員は、「外部評価に関する報告」と

いうまとめを作成いただきますので、個別のコメントは作成

いただかなくても大丈夫です。 
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  なお作成いただいたコメント案はメールでお送り頂くよう

になります。スケジュールの方は後で説明いたします。 

資料５－２にまたお戻りください。裏面になります。イの

３つ目です。第２回協議会では、送付いただいたコメントを

事務局がまとめて資料として提示しますので、確認や追加の

意見をいただきます。また、委員長に作成いただく「外部評

価に関する報告」というまとめの確認もしていただき、評価

内容の確定としたいと思っております。 

ウ、その他です。評価コメントは良かったと思う点、足り

なかったと思う点、期待することなど率直なご意見をいただ

ければと思います。図書館各館の評価については、２０２５

年度は中央図書館を対象とします。第２回協議会前に、希望

する協議会委員を対象に館内見学を行う予定です。２０２６

年度以降は順次、さるびあ図書館、金森図書館、木曽山崎図

書館、堺図書館、忠生図書館を対象とします。協議会当日は

希望する協議会委員を対象に館内見学を行い、会議は当該館

もしくは中央図書館で行う予定です。 

３．評価スケジュールです。事前にお送りした資料には記

載しておりませんでしたが、本日配布した資料に追加させて

いただきました。本日の第１回定例会で外部評価を依頼させ

ていただき説明各種を行います。 

委員の皆様には評価コメントを作成いただき、１０月３１

日（金）までに事務局へ送付いただきたいと思います。事務

局の方で取りまとめたコメント案を１１月中をめどに委員の

皆様に送付いたします。ほかの委員の皆様のコメント案を見

て、ご自身の分の修正や追加があれば、事務局へ送付くださ

い。仮の締め切りを１２月１９日（金）とさせていただいて

おります。委員長にはまとめの総評の作成をお願いいたしま

す。 

第２回定例会で各委員のコメント案と委員長作成の報告書

を確認していただき評価内容の決定としたいと思っておりま

す。説明は以上となります。よろしくお願いします。 

 

○委員長     ありがとうございました。まずは図書館評価の概要と手続

き、進め方についてご説明いただきました。 

念のため、今１度確認します。資料５－２をご覧いただく
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と、図書館評価が第１期から第３期とございます。今回第４

期になったのは、その元となる計画が新たな計画になったの

で、それに基づいて５事業１３指標という新たな評価指標が

提示され、それに基づいて私たちは評価をすることになった

点を確認しました。そうは言っても、ご覧のとおり資料がた

くさんございまして、皆さんにすべての項目を評価いただく

のは大変なので、まずは重点項目を設定しましょうというこ

とで、資料５－３のとおり担当を決めたこと、しかし、どの

項目についてご意見いただいても全く問題ないことを図書館

からご説明いただきました。 

さらに、もう１度資料５－２の裏側に戻ります。３の評価

スケジュールに示されたとおり、約１か月という大変短い期

間ではありますけれども、皆様からご意見を頂戴するという

流れを、図書館からご説明いただきました。 

ここまでの説明で委員の皆さんから何かご質問はあります

か。 

特にないようでしたら、続いて資料５－４を用いてそれぞ

れの指標に関連して、具体的にどのような活動があり、図書

館はどう評価しているかをご説明いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  

○事務局     この後、各担当から教育プランの各事業について説明いた

しますが、その前に本日配布した補助資料の「外部評価提供

資料一覧」の説明をします。教育プランの各重点事業の点検

及び評価シートは簡潔に内容をまとめてありますので、事業

によっては詳しい内容を補助資料としてご提示しています。  

「提供資料一覧」をご覧いただきますと一番左側に事業番号、

２列目に重点事業名、３列目が提供資料となっています。 

提供資料のそれぞれのタイトルの頭の①、②、③の番号は

各重点事業の活動指標の番号になっています。対応して見て

いただければと思います。番号によっては同じ番号が結構い

っぱいあるのですが、事業の種類によって資料数がかわるの

で、その辺はご了承ください。具体的な資料、２枚目以降の

資料はこの「提供資料一覧」の順番になっていて、それぞれ

右肩に事業番号と活動指標番号をつけてありますので、「１

６－①」や「１８－①」と番号が右端の方に書いてあります。
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資料が多くて恐縮ですが、参考にしていただければと思いま

す。 

本日の説明ではこちらの補助資料は内容にすべて触れるわ

けではありませんが、コメント作成の際の参考になさってい

ただければと思います。 

また「提供資料一覧」の右端の方が参照ということで、

「町田の図書館・図書館ホームぺージ等」と記載しておりま

す。こちらは「町田の図書館２０２４年度」や図書館ホーム

ページ等で参照できる箇所をご案内していますので、こちら

も参照していただければと思います。それでは資料５－４で

各担当からの説明に入りたいと思うのでよろしくお願いいた

します。 

 

○事務局      では資料５－４をご覧ください。重点事業１６の説明をさ

せていただきます。 

重点事業１６「子ども・若者の読書活動推進」について取

組内容・課題・今後の方向性などについて説明いたします。

この指標の目的ですが、子どもや若者が多くの情報の中から

主体的に必要な情報を選んで、自身の考え方を持つことがで

きるように、読書活動を推進するというものです。 

事業概要は、「第五次町田市 子ども読書活動 推進計画（２

０２５年度～２０２９年度）」を策定し推進することと、読

書や図書館に興味が湧くようなイベントを実施し、子どもや

若者が読書や図書館に興味をもつきっかけづくりを行うこと

が事業内容になっております。 

次に活動指標ですが、先ほどの事業概要を数値化したもの

を目標値としています。指標①は計画の策定、②はイベント

実施件数としております。 

            次に２０２４年度の計画に対する達成状況はＡ「計画以上

に目標を達成した」としています。その理由としては、指標  

①は計画を作成しました。指標②のイベントの実施件数は目

標値２件に対して、実績値は５件となっているためです。 

具体的な取組状況としては、指標①の読書活動推進計画に
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ついては、国や東京都の計画、子どもの読書の現状を踏まえ

ながら、町田市子ども読書活動 推進計画 推進会議に諮り、

計画を策定しました。指標②の若者が企画したイベントは５

件実施しています。 

先ほどお配りいたしました当日資料として資料１６－②

「図書館プランナー企画イベント一覧」をご覧ください。２

０２４年度に若者が企画・運営を行ったイベントの一覧です。

２０２４年５月の「本の福袋」というイベントから始まり、

「恋愛漫画推し語り会」「図書みくじ」「ＬＬブックのよみき

かせ会」「エコたわしを作ろう」を実施しました。 

１つ目の「本の福袋」の中身につきましても、資料１６―

②として配付しておりますので、参考にご覧いただき、気に

なる本があれば借りていただければと思います。 

３つ目のイベント「図書みくじ」は、本のタイトルや本か

ら引用した一文を記載した手作りのおみくじを作成し、引い

たおみくじに記載された本を借りてもらうという内容でした

が、２日間で８１枚の図書みくじを全て使い切り、普段手に

とらないような本に触れてもらうきっかけとなったかなと考

えています。 

２月に実施した５つ目のイベント「エコたわしをつくろう」

では、小学生８人の参加があり、ＳＤＧｓの理解を深めなが

ら、洗剤のいらないエコなアクリル毛糸たわし作りを行いま

した。 

ではまた資料５－４重点事業１６の説明に戻ります。今度

の課題や方向性ですが、指標①につきましては、子どもの不

読率を下げるために、関係各所で情報共有・連携しながら取

り組んで行く必要があると考えています。２０２５年度は２

回の子ども読書活動 推進計画 推進会議の開催を予定してい

ます。 

指標②につきましては、若者ボランティアである「図書館

プランナー」が活発に活動できるようにサポートを行ってい
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きます。現在は月２回、日曜日に活動を行っています。また、

広報まちだに「図書館プランナー」募集の記事を掲載するな

ど、新たなボランティアの募集も行っています。重点事業１

６の説明は以上です。 

 

○事務局     重点事業１８の説明を行います。 

資料５－４の２ページ目です。重点事業１８「学びにつな

げる図書館体験」です。目的としましては、市民の学びのき

っかけとなるように、図書館サービスをより多くの人に体験

してもらう取組を実施します。事業概要としましては、自分

に合った図書館の利用方法を知ってもらうための講座等を実

施したり、本との出会いをつくるため、移動図書館によるイ

ベントへの出張運行や保育園・幼稚園への訪問活動を実施し

ます。また、暮らしの中で役に立つレファレンス事例を紹介

するリーフレット等を作成するなど、レファレンスサービス

を身近に感じる取組を実施します。活動指標としましては事

業概要を実施する上での数値目標がたてられています。  

① の図書館講座・図書館員体験の実施回数です。図書館

を知って利用してもらうために、図書館の活用方法などを学

ぶ講座・体験等を実施しました。合計１１回となります。内

容としましては、図書館入門講座は、図書館の概要や本の並

べ方などの基礎知識の説明、各フロア案内、ＯＰＡＣ（館内

検索機）の使い方等を行いました。調べもの講座は、図書館

での調べものの方法やコツの説明、レファレンス・地域資料

コーナーの案内と基本資料の紹介、簡単な演習問題を行いま

した。小学生向け講座は「ちょっぴり図書館員になってみよ

う」ということで、本の返却作業や予約資料を探すといった

体験をしてもらいました。中高生向け講座は謎解きイベント

「まちクエ２０２４」で、館内を謎を解きながら巡って図書

館の使い方もわかってくるというゲーム仕立てのイベントを

行いました。このイベントは中高生向けですが、大人も参加

できることと夏休み期間いつでも参加できるとあって、１２

７人という多くの方に参加していただけました。絵本講座は

子育て世帯向けに読み聞かせや絵本の選び方などの講義やミ

ニおはなし会を実施しました。まちだ探・探ゼミナールは生
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涯学習センターの講座で何回かの講座ですが、その第２回が

図書館活用講座ということで、図書館の使い方やフロアの紹

介、調べものについての説明などを行いました。大学図書館

を使ってみようでは和光大学附属梅根記念図書・情報館で大

学図書館の見学とインターネット端末を使っての検索講習を

行いました。一日図書館員は夏休み期間に中学から大学生を

対象に４回行い各コーナーの見学やカウンター業務、予約拾

いや配架の作業の体験をしました。 

詳しくは、提供資料一覧１８－①をご参照いただければと

思います。では②についてお願いします。 

 

○事務局     ②の移動図書館、出張運行について説明いたします。資料

５－４に書いてあるように、事業概要としては、本との出会

いをつくるために移動図書館を使ってより多くの図書館の本

に親しむというところで考えて行っております。特に子ども

達の集まる場所を中心に訪問活動を行っております。移動図

書館の出張運行箇所の目標値は１２か所で、実際２０２４年

度はそれを１か所上回る１３か所へ実施しております。その

内容としては、保育園や幼稚園など子どもが集まる場所を中

心に、あとイベント会場に移動図書館車が行きまして、本の

貸し出しやお話し会などを行い、日頃図書館を利用していな

い人も含めて図書館サービスを体験してもらうということを

行いました。詳しくは、当日資料１８－②にあるさるびあ図

書館出張運行をご覧になっていただければと思います。そち

らでは具体的な中身として保育園・幼稚園で７か所、冒険遊

び場前で１か所、イベント会場で４か所実施しております。

あと資料にはありませんが、日本ろう話学校へ１か所行って

おり、合計で１３か所へ出張運行を実施しました。 

今後の課題ですが、子どもが集まる場所を中心に新たな運

行先を増やすことが課題となっております。そのためには、

移動図書館の事業というのをＰＲ活動しながら、運行先を増

やすという事が今後の課題です。私からは以上です。 

 

○事務局     資料５－４の２ページ目に戻ってください。③のレファレ

ンス件数についてです。レファレンスサービスを知っていた

だく、身近に感じていただく取組としては、レファレンス事
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例や資料を紹介する「レファレンス通信」１８と１９の発行、

パスファインダーというあるテーマで資料を探すときに役立

つ資料を紹介するリーフレットの「医療情報」の改訂、レフ

ァレンス事例をインターネットで公開しました。ホームペー

ジから見ることができます。また、①の方で紹介しました各

種講座でもレファレンスサービスのＰＲを随時行っています。 

課題としましては、講座の方は募集において内容が分か

りにくいものがあったため、内容の整理やＰＲの工夫をする

必要があります。レファレンスサービスについては認知度の

向上と充実に向けた人材育成を行う必要があります。既存の

取組を継続するとともに、その内容を情報発信することで多

くの方にレファレンスサービスを活用してもらえるようにし

ますとなっております。 

次に重点事業２３にいきます。多様な図書館サービスの

提供。目的としましては、全ての人が自分の利用しやすい方

法で読書ができるよう、読書バリアフリー法に基づいたサー

ビスを提供します。事業概要としましては、対面朗読、音訳

資料や点訳資料の製作・貸出、資料の郵送貸出サービスなど

を行い視覚障がい者等へサービスを提供します。また、図書

館への来館が困難な市民に向けて宅配サービスを提供します。

電子書籍の特性を活かし、来館が困難な市民の読書を支援し

ます。また展示等によりディスレクシア等を含めた障がい者

サービスのＰＲを行い、利用を促進します。対面朗読などを

行っているボランティアの技術向上に向けた講座や新たにボ

ランティアに興味をもてるような講座を開催します。デイジ

ー再生機器の貸出や操作支援をすることで、障がい者のデジ

タル資料の活用を促進します。 

２０２４年度の取組状況としては活動指標の１番目、障

がい者サービスＰＲ展示等の実施件数、目標値５件に対して

２０２４年度は８件の取組を実施しました。実施事業としま

しては中央図書館障がい者サービスのフロアにサービス周知

の掲示物を設置しました。中央図書館の５階に奉仕ルームと

いうのがあるのですが、そちらの扉に録音図書や点字図書の

貸出・製作、対面朗読サービス、マルチメディアデイジーや

ＬＬブック等どんなサービスがあるかわかるような掲示がし

てあります。マルチメディアデイジーはＣＤの形のパソコン
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で読む本です。音声と一緒に文字、絵、写真などを見ること

ができます。こちらの紹介で上映会を行ったのですが、上映

会はどなたでも見ていただけるよう出入自由の状態で行いま

した。上映終了後「まほうのしおり作り」ということでリー

ディングトラッカー作りのワークショップを行いました。 

「点字でなまえをうってみよう」は、視覚障がいがある

方に盲導犬との暮らしや目が見えない生活等についてお話し

いただき、担当職員が点字のしくみの説明を行い、実際に点

字でなまえを打つ体験を行いました。詳しい内容につきまし

ては提供資料一覧の２３－①に実施報告書がありますので、

そちらの方をご覧いただければと思います。 

② のボランティア講座は点訳実務者向け中級講座として、

点訳ボランティアの技能向上の支援として行いました、事前

に活動なさっているうえでの疑問や課題を募集してそれを基

に講師が資料を準備して講義をし、参加者とのやり取りもあ

ったため有意義なものとなっております。こちらも実施報告

書がありますので、後でご参照いただければと思います。 

③ として、デイジー再生機器貸出・操作支援というのが

あります。デイジーというデジタル録音図書の、再生機器の

貸出しや操作支援を行うというのを２４年度から開始しまし

た。初めての機器を使うというのは目の不自由な方にとって

はハードルがあるものなので、お試しで使ってみていただく

ことで、障がいのある方が新しいメディアに挑戦するきっか

けにしていただいています。 

課題としましては、必要な方にサービスを知ってもらえる

よう、ＰＲ展示などの広報を継続する必要があります。ボラ

ンティア養成講座につきましてもボランティア側のニーズも

聞きながら効果的な講座を実施する必要があります。デイジ

ー再生機器につきましては貸出制度が始まったばかりである

ことから、対象者への周知を行う必要があります。必要なＰ

Ｒを今後も行っていくつもりであります。重点事業２３につ

いては以上になります。 

 

○事務局     重点事業３３の説明をさせていただきます。重点事業３

３・図書館再編と運営体制の構築についてです。 

           まず、この指標の目的ですが、図書館サービスを安定的に
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提供し、新たな価値を作りだすために、図書館の再編と運営

体制の効率化について検討を行うものになります。 

事業概要ですが、さるびあ図書館と中央図書館の再編に関

して、地域住民との対話を通じて、最適な方法を検討しま

す。また、鶴川図書館ですが、地域と共に創り、共に運営す

る図書コミュニティ施設に転換します。加えて、図書館全体

の効率的・効果的な運営体制の検討・構築を目指します。 

次に活動指標ですが３つあります。指標①は、さるびあ図

書館と中央図書館の集約になりますが、どのように再編して

いくのが良いのか、検討を行います。指標②は鶴川図書館を

図書コミュニティ施設に転換しその運営の支援を行うことで

す。指標③は図書館全体の運営体制の検討・構築ですが、具

体的には、指定管理者制度を導入した鶴川駅前図書館の検証

と、先ほどの指標②の、図書コミュニティ施設の開設に向け

て、運営体制の構築を行うことを想定しています。 

次に、２０２４年度の計画に対する達成状況ですが、Ｂ

「目標を達成した」としています。理由としましては、指標

②の鶴川図書館の図書コミュニティ施設への転換と運営支援

については、目標値を上回る図書コミュニティ施設の準備完

了という実績となった一方で、指標①③は目標達成という実

績であると判断したためです。 

では、２０２４年度の具体的な取組状況ですが、指標①

「さるびあ図書館と中央図書館の集約」については、地域住

民の皆様との意見交換会を２回、子ども若者世代との意見交

換会を１回実施しました。また、町田地区にお住まいの方

１，５００人を対象としたアンケート調査を実施し、５２５

人から回答をいただきました。 

次に指標②「鶴川図書館の図書コミュニティ施設への転換

と運営支援」につきましては、２０２４年５月から、「一般

社団法人つるかわ図書コミュニティ施設運営協議会」がコミ

ュニティスペースの運営を開始し、利用者との意見交換や工
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作などを企画・実施しました。また、施設の愛称を地域で募

集するなど、地域での関係を深めながら、施設の開設準備を

完了させました。 

次に指標③「図書館全体の運営体制の検討・構築」につき

ましては、本日お配りした提供資料の３３－③「公の施設の 

指定管理者 管理運営状況 評価結果」というものがあります

ので参考程度にご覧ください。この評価結果は、２０２３年

度鶴川駅前図書館の指定管理者の取組について、指定管理者

の自己評価（所見）や、町田市が指定管理業務を評価した結

果を記載したものです。またこの評価結果について、学識経

験者２名で構成される管理運営状況評価委員会を開催し、２

０２３年度の運営状況の評価結果の検証を行いました。利用

者満足度や来館者数が目標を達成していることを確認し、施

設の運営状況が良好であるというふうに判断しました。利用

者満足度や来館者数に関する記載は、ご覧いただいている資

料３３－③の２ページ目の項目５．「サービスの質に関する

評価」という欄に記載があります。その他の項目につきまし

ては、お時間あるときにご確認いただければと思います。ま

た、鶴川図書館において、地域と共にコミュニティスペース

の運営を開始しました。次に、今後の課題や方向性について

ですが、指標①につきましては、これまで地域からいただい

たご意見を踏まえ、最適な機能再編方法の決定に向け検討を

進めていきます。指標②につきましては、２０２５年５月か

ら一般社団法人 つるかわ図書コミュニティ施設運営協議会

による運営が始まっています。安定的な運営と地域でのコミ

ュニティづくりが進むよう支援していきます。指標③につい

ては、鶴川駅前図書館指定管理者の運営状況をモニタリング

していきたいと思います。また、運営が始まった つるかわ

図書コミュニティ施設の運営状況について、効果検証する手

法を検討した上で、検証を行います。 

ここで少し前後しますが、資料７をご覧ください。 
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先程の指標②で説明しましたように、今年５月から一般社

団法人 つるかわ図書コミュニティ施設運営協議会による運

営が始まっています。施設の愛称は地域住民の皆様の投票に

より「つるぼん」となっています。このつるぼんの様子につ

いて簡単に報告したいと思います。鶴川図書館が２０２５年

３月に閉館した後、５月１０日「つるぼん」がオープンしま

した。開館時間は午前１０：００~１７：００まで、休館日

は市立図書館と同じで、月曜日、第二木曜日、年末年始とな

っています。また、「つるぼん」では大きく２つの事業を行

っています。まず１つ目が「図書貸出サービス」です。１回

の貸出冊数は３冊、貸出期間２週間となっています。また、

市立図書館の予約本受渡サービスも行っています。 

２つ目の事業は「コミュニティ形成の取り組み」というこ

とで、お話に出会う会や、地域団体と連携したイベントを積

極的に開催しています。 

次に項目２をご覧ください。５月１０日のオープニングイ

ベントの様子ですが、イベント「つるぼんから始まる本との

出会い、人とのつながり」と題してオープニングセレモニー

や、シャボン玉アーティストによるパフォーマンスやトーク

セッションなどを行いました。参加人数は１,２１３人とい

う結果で、非常に活気づいた１日でした。下の画像は当日の

写真です。真ん中の大きな写真につるぼんと書かれたくす玉

があるのですが、この右側の方が「つるぼん」を運営するつ

るかわ図書コミュニティ施設運営協議会の代表理事の方で

す。その他、地域の代表の方や子ども達です。 

裏面の項目３をご覧ください。５月にオープンした後、６

月以降に実施したイベントを紹介しています。８月６日に実

施した「つるぼんで！アフリカ体験」。すごくインパクトの

あるイベント名ですが、アフリカの布を使った かごバッグ

づくり体験を行い、１４名の方にご参加いただきました。こ

のほか、「英語でお買い物ごっこ」や「たたき染めワークシ



22 

 

ョップ」の画像も載せております。「つるぼん」を運営する 

つるかわ図書コミュニティ施設運営協議会では、つるぼんの

キャッチフレーズとして「本がある キミがいる つながる

つるぼん」を掲げています。町田市としましても地域のつな

がりの場所としての「つるぼん」をこれからもサポートして

いきます。委員の皆様もお近くに行かれた際は、お立ち寄り

いただければありがたいなと思います。資料が前後して申し

訳ありませんでした。重点事業３３の説明は以上です。 

 

○事務局     重点事業３９にいきます。地域で活動する図書館ボランテ

ィアの育成・支援となります。目的としましては、魅力的な

本と出会い読書に関心をもってもらうため、本と触れ合うこ

とができる活動がより地域で活発に行われるよう、地域や学

校で活動するボランティアを支援します。概要としましては、

おはなし会など本に関する活動を行うボランティアを育成す

るとともに、ボランティアが行うおはなし会の開催を支援し

ます。点訳や音訳のボランティアの方は重点事業２３の再掲

になります。活動指標としましては市民向け講座の開催回数、

おはなし会ボランティアの新規登録者数となります。２０２

４年度の取組状況としましては、①市内の小学校や学童クラ

ブなどで読み聞かせに関わる仕事をしている保護者等を対象

に、講座を行いました。基礎編は、ミニおはなし会と本の選

び方や読み方について、低学年向けの読み聞かせに向く本の

紹介などで２回行いました。実践編は、読み聞かせの実演を

受講生が行い、講評、基本の振り返り、参考図書の紹介等を

行いました。②絵本の読み聞かせを行う「おはなし会ボラン

ティア養成講座」というのを開催いたしました。「おはなし

会ボランティア養成講座」は今までは「乳幼児向け」と「語

り」の２種類でしたが、昨年度は新しく「絵本」を主に行う

ボランティアの養成講座を行いました。修了者は１４人で、

講座終了後はグループを結成して、今年度から活動していた

だいています。課題としましては講座内容が固定化しており、

新たなテーマでの講座の開催について検討する必要がありま

す。登録をしていただいているボランティアへの活動支援を
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実施する必要があり、今回絵本のボランティアのグループの

方々の支援を行っております。③の障がい者サービスは再掲

なので省かせていただきます。重点事業３９については以上

になります。 

続きまして資料５－５をご覧ください。今年度個別の図書

館ということで中央図書館のご報告をさせていただければと

思います。資料５－５は事業別行政評価の中央図書館の抜粋

版となりますが、本日合わせて補助資料の提供資料の最後に

つけてあります中央図書館事業の資料も併せてごらんいただ

けると幸いです。資料５－５の事業別行政評価シートは中央

図書館の情報をまとめたものになります。中央図書館は町田

市立図書館の中心館として、様々な役割や業務を行っており

ますので、一口に説明するのは難しいですし、今までご紹介

していた教育プランの内容・取組も中央図書館の事業が多く

なっております。この行政評価シートは事業説明の入口のよ

うなものなので、補助資料と併せてご覧ください。 

１、事業概要には基本情報として蔵書数、予約・リクエス

ト件数、貸出者数が記載されています。こういった数字の多

くは「町田の図書館２０２４年版」に記載がありますので参

考にしていただければと思います。 

２、２０２３年度末の総括と２０２４年度の状況では、課

題と取組状況を記載しています。①が「成果及び財務の分析」

を踏まえた事業の課題、②が「課題解決・目標達成に向けた

今後の取組」および取組状況となっています。②の下の方、

取組状況と個別取組がありますが、個別取組の１行目、図書

館プランナーに関してと３行目の講座や体験等のイベントは、

先ほど教育プランで紹介しました内容です。２行目の電子書

籍サービスについてはＰＲを行ったセンター祭り等を補助資

料の方に記載していますのでご覧いただければと思います。

各センター祭りに参加して、ポスターを掲示して案内やチラ

シ等を配布、ご興味を持っていただけた方にはタブレットや

スマートフォンを使って図書館ホームページや電子書籍サー

ビスの使い方の説明などを行いました。 

３、事業の成果については、①に貸出点数と来館者数の記

載があります。②の成果指標およびその他の成果の説明に記

載の英語の講演会や中高生向けグループ学習室の実績は補助
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資料に記載しています。 

５総括の①財務情報・非財務情報に基づく有効性の分析に

記載のある各事業については、教育プランで説明したものが

多いのですが、そのほかに補助資料の方におはなし会等の児

童向けイベント、映画会等を記載しました。地域資料のデジ

タル化についてはこの後の、図書館からの報告資料９－１、

９－２に資料がありますので、後ほどご参照ください。資料

があちらこちらになり大変申し訳ありませんがよろしくお願

いいたします。③の課題を踏まえ④に今後の取組を記載して

います。引き続き各種事業に取り組みたいと思います。 

図書館の「市民がライフステージに応じ必要となる知識・

情報等を『いつでも・どこでも・だれでも』自由に手に入れ

ることができる環境を整備して、市民の知的で心豊かな生活

の実現に寄与します。」という事業目的の遂行のため、多く

の市民に利用・活用される図書館を目指して、基本となる資

料の選定・購入・整理・閲覧、貸出、保存等を行い、ここま

でご報告いたしました各種事業を行いました。 

中央図書館の事業は以上となります。 

 

○委員長     ありがとうございました。資料５－４、５－５に基づきま

して、図書館から、各指標に基づく成果及び評価をご紹介い

ただきました。このあとの予定ですが、図書館協議会の終了

は４時です。このあと７番に報告事項がございますので、若

干短いのですが、３時４０分を目安に、２０分程度で意見交

換をしたいと思います。 

意見交換に入る前に、私から３つ確認したいことがありま

す。１つ目はこのあと委員の皆様にはこの資料をお持ち帰り

いただいてご意見等を頂戴するわけですが、今日この２０分

間で質問できなかった場合は１０月末日までに図書館に尋ね

れば個別に回答いただけるのかを、まず確認させていただき

たいと思います。 

 

○事務局     ご質問事項があれば随時、事務局にメール等いただければ

と思いますが、一応コメント案の締め切りを１０月末日にし

てあるので、少し早めにいただけるとこちらからの回答を見

ていただいた上でコメント頂けるかと思います。 
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○委員長     分かりました。なので、皆さん今日発言できなかったとし

ても安心してください。 

２つ目は資料５－４それぞれについて２０２４年度の計画

に対する達成状況が書かれています。私は今回、初めて評価

するのですが、このＡ、Ｂというのはいったいどこまである

のかを教えてください。 

 

○事務局     Ｃまでです。Ａが何という表現かがすぐには出ませんが。 

 

○委員長      ＡＢＣの３つですね。分かりました。 

もう一つ、同じように資料５－５、２－②の取組状況の中

に「◎〇」があるのですが、こちらは「△×」があるのでし

ょうか。それとも「×」だけなのでしょうか。 

 

○事務局     「◎〇△」です。 

 

○委員長     「×」は無しでしょうか。 

 

○事務局     ３つだったと思います。 

 

○委員長     分かりました。皆さんも記号の見方をご確認ください。そ

れを踏まえたうえで、皆さんご自由にご質問でもいいですし、

話を伺った上でのご意見でも良いですし、何でもお話しして

いただけたらと思います。ご発言の際、名前をおっしゃって

ください。よろしくお願いいたします。 

 

○Ｈ委員     全体のコメントの書き方として確認したいのですが、去年

こんな風にとか、何かあったように思いますが個人個人でコ

メントを書く時に書式というのはありますでしょうか。 

 

○事務局     決まった書式は特に設けてはいませんが、最終的には市民

の方に向けて公表するものですので、わかりやすい表現をつ

かっていただくのと、です・ます調で書いていただくことに

なるかと思います。あと、以前は評価と提言と分けていただ

いていましたが、あまりそこにこだわらなくても良いかなと
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思っています。こちらはベースの評価で、こちらは提言です

というものがあれば、分けて書いていただいて送っていただ

ければ、そのように取り扱います。 

 

○Ｈ委員     じゃあ独自の感想とか評価で書いても大丈夫ですか。 

 

○事務局     はい。 

 

○副委員長    中央図書館の方の評価なのですが、あまりにも多岐にわた

っていて、どこをどのようにどう評価していいのか分からな

いです。有形なのか無形なのかっていうことも分からないで

すし、今までは活動ということで、無形っていう形なのです

が、ここには有形も載っているので、どこまでやっていいの

か。有形を評価するってほぼ監査ですし、どこまでを中央図

書館の評価をしていいのか私には難しいのですが、わかりや

すく評価できるように考えていらっしゃいますか。 

 

○事務局     有形無形には特にこだわっていないですし、確かに中央図

書館の業務が非常に広いということは自覚しています。委員

の皆様の気になった点という事で構わないと思っています。

全部を総括っていうのは難しいと思うので、ここの数字に関

してはとか、ここの事業に関してはというのをピックアップ

していただいて大丈夫だと考えております。 

 

○副委員長    たとえば５－①に関してのコメント、５－②に関してのコ

メントみたいな形で書いた方がいいのでしょうか。 

 

○事務局     そうしていただけると、事務局の方としてもわかりやすい

です。全部書くというのは大変なので書けるところをピック

アップしていただいて。 

 

○副委員長    項目の名前２－①などと書いて、わかるところだけ書くと

いう形でいいのでしょうか。 

 

○事務局     それで構いません。 
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○副委員長    皆さん多分迷われるのではないかと思うのですが。 

 

○Ｈ委員     担当が割り振られているものがありますよね。それについ

て皆２つずつあるので、例えば私でしたら、１８と３９につ

いて評価のコメントを出して、そのほかに中央図書館の行政

についてのコメントも出すという３種類という認識でよろし

いでしょうか 

 

○事務局     その認識であっています。 

 

○Ｈ委員     ありがとうございます。 

 

○Ｅ委員     評価を協議会２回でやるのは本当にすごい事だと思ってい

ます。前はたぶん、担当委員同士で最初は話し合って決めた

ことがあったと思います。その時間も取れないので、その次

には担当委員の誰かがまとめて、それぞれ作って出しました。

今回はそれもなく、それぞれの担当の部分に対するコメント

をその様式で出して、それをまとめるのは図書館側、行政側

がということですか。しかも中央図書館について全員がこの

人数がコメントを出してそれを図書館が全部まとめるという

ことでよろしいですか。 

 

○事務局     各館ごとのコメントをいただくというのは今回初めてやっ

てみようと思いました。今まで皆様から評価をいただいて、

それぞれの館ごとの状況というものも見ていった方が良いの

ではないかというご意見をいただきました。チャレンジング

な取組にはなっておりますが、今回やってみよう、皆様に評

価していただきたいということでやっております。それぞれ

の館が独自にやっていることもありまして、特色がある運営

をしていますが、どうしても中央図書館は中央なので、かな

り幅広くやってしまって、委員の皆さんおっしゃる通り、か

なり広くなってしまっていろいろ意見の取りまとめが難しい

のではないかとご心配もお掛けしているのではないかと思っ

ております。 

一方でそれぞれ気になったところや、特にこれは伝えてお

きたい、よくがんばっているなど、中央図書館としてこれを
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やってほしいというご意見は我々伺う機会というのが限られ

てしまうので、こういった場でいただけると非常に助かりま

す。今回ご説明さしあげて、コメントを１０月末にいただい

て、一旦皆様にお返しして、第２回の時にそれを全体でみて、

皆様の方で多い少ないや、言い過ぎたかな、ここはもう少し

言ってあげようなどというところを加除していただければ、

私共としてはご意見非常にありがたいものだとして、がんば

っていこうと思いますので、是非コメントを寄せていただけ

ると助かります。以上です。 

 

○委員長     図書館から「チャレンジングな課題ですけれどもやります」

とおっしゃっていただいたように、中央図書館の評価といい

ますか、中央図書館の取組に対して、気づいた点、ご意見や

叱咤激励など、皆さんのご意見をお寄せいただいて、それを

まとめた上で、皆さんに改めてお示し、あるいは共有して、

それを図書館評価としてまとめていく、まずはそれをやって

みようということが事務局からのご提案でした。すべてに触

れなくても構わないので、皆さんのご関心のあるところを中

心に、ご意見をお寄せいただけたらと考えます。 

ほかにご質問などございますか。 

 

○事務局     すみません。先ほどご質問いただきましたところ、回答さ

せていただきたいと思います。資料５－４の「ＡＢ」などの

評価段階なのですが「ＡＢＣＤＥ」まであります。Ａが「計

画以上に目標を達成した」、Ｂが「目標を達成した」、Ｃが

「おおむね目標を達成した」、Ｄが「目標に達成しなかった」、

Ｅが「目標を大きく下回った・実施出来なかった」というよ

うな基準になっております。細かくまた基準の考え方などは

ありますので、またそこの部分、後日メールで情報としてご

提供させていただければと思います。また中央図書館につい

て今、いろいろご意見いただきましたが、５－５の個別取組

の「○◎」などの評価段階についてなのですが、◎が「取組

を実施して目標を上回る成果が上げられた」、〇が「取組を

実施して成果が上げられた」、次が「△×」があります。△

が「取組を実施したが成果が不十分であった」、×が「取組

を実施できなかった」というような基準です。 
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ここの部分も後ほど情報提供として委員の皆様にお送りさ

せていただこうと思います。 

 

○委員長     分かりました。ほかにまだご発言されていない方、何か気

になったこと、やり方などがありましたらご発言ください。

Ａさんは初めてでしたでしょうか。 

 

○Ａ委員     いいえ、私は以前から。 

 

○委員長     失礼しました。Ｉさんは初めてでしょうか。何かありまし

たらお願いします。 

 

○Ｉ委員     資料５－１にある評価関連事項提言というような書き方で

いいでしょうか。 

 

○事務局     資料５－１に書いてあるのは抜き書きになっていますので、

「町田の図書館評価２０２３年度事業の評価結果」の冊子は

お手元にありますでしょうか。こちらをご覧ください。これ

は第３期までのものですが、それぞれの事業概要が左ページ、

右ページが外部評価になっています。ここに評価と関連事項

提言等が分けて書いてあるのですが、このような感じで文章

をいただけると大変ありがたいです。 

 

○Ｉ委員     分かりました。 

 

○委員長     ほかにいかがですか。Ｃ委員、お願いします。 

 

○副委員長    重点事業３３なのですが、①の地域住民の意見交換を２回

して、無作為抽出アンケートの調査の実施で５２５人から回

答があったといいますが、この回答のまとめというのはこち

らに資料としていただけるのでしょうか。 

 

○事務局     こちらの結果はホームページに載せてありますので、ご覧

いただけたらと思います。意見交換の結果もございます。 

 

○副委員長    ありがとうございます。 
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○委員長     ほかにいかがでしょうか。先ほどおっしゃっていましたが、

若者の目からということで、Ｇさん、いかがですか。 

 

○Ｇ委員     質問なのですが、資料５－５の３．事業「①成果指標の目

標と実績」の説明の４行目にあるわいわいキャレルについて

なのですが、こちらの期間はいつなのでしょうか。 

 

○事務局     中高生向けのグループ学習室わいわいキャレルは中央図書

館で土日祝日だけやっているものです。皆さんがいらっしゃ

るこの中集会室で４グループ分のテーブルをセッティングし

てご利用いただけるようにしております。 

 

○Ｇ委員     ありがとうございます。 

 

○委員長     ありがとうございます。Ｆさんどうぞ。 

 

○Ｆ委員     重点事業１６の子ども・若者の読書活動推進のところの２

番ですね、若者が参画する読書普及びイベントの実施件数、

目標数２件から実績数５件ということで、今回Ａ計画以上に

目標を達成したという評価がついていて、この企画にはたく

さん参加があったということなのですが、その上の２番でこ

ちら提供資料一覧の１６－２を見ますと、参加者等というの

が一番右側の数字です。これは大体図書館プランナーが４名、

あとＬＬブックの方は８名、小学生８名、これは参加者のボ

リュームとしてはどんな感触なのでしょうか。これもＡ評価

でまとめて「よく来ている」という風に評価されているのか、

これは数字から見ると少々少ないかなという気もするので、

Ａ評価はチリとチリリ展を入れたのか、やはりイベントをす

るにあたっての集客目標のようなのをたてられたと思うので

すが、それに達しているのかどうかというのをお聞きしたい。

あと広報活動として、どれくらいのことをされたのかなとい

うのが気になった点です。 

 

○事務局     まず、Ａにしているのは目標が２件とあるように、ご指摘

の通り確かに少ないですけれど、一応目標が２件に対しての
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５件ということで、まず件数というところで評価しています。 

 またボリューム感ですが、こちらそれぞれ募集をしていて、

図書館プランナーの方で対応できる人数を見てマックスなの

かなという風に思っています。 

 

○Ｆ委員     裏面のほうは、大体１イベントどれくらいなのでしょうか。 

 

○事務局     確かに推し語り会とかはお客さんが来なかったので、身内

で開催しています。引き続き何度かやることで集客できれば

なというタイプのイベントで、今なんとかやっているところ

ではあります。おみくじとか福袋はできる範囲でやっている

ので、これはマックスかなと思います。エコたわしを作ろう

というのは元々１０名募集していまして、１０名申し込みが

あったのですが、当日欠席が２名いまして８名なので、イベ

ントとしては出来る範囲でやっていると思います。あと広報

活動は一通り、ポスター、チラシ、ホームぺージ、Ｘ、その

ほかこどもセンターなどにもチラシを出して、いろいろと出

来る範囲でやっております。 

 

○委員長      ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 

○Ｊ委員      重点事業３３の鶴川駅前図書館が指定管理者になったとい

うことなのですが、資料を見ると良い方向にいっているかな

とは思います。館長に聞きたいのですが、今後の展開やどの

あたりが課題になっているかなどあれば教えていただきたい

です。 

 

○図書館長    指定管理につきまして、今、鶴川駅前図書館の指定管理を

お願いしてやって頂いています。地元の企業も入っています

のでうまくやってくださっています。地元に密着し、地元に

昔からある書店さんが参加してくださっています。ある意味、

我々以上に本や地元に詳しいので、そこは良かったなと思っ

ています。課題といたしましては、やはり指定管理料です。 

今後どのくらいお金が掛かるのかなど具体的な話になりま

すが、昨今の経済状況でいうと、なかなか私どもとしても、

あとそれを受ける企業さんにしてもそこの見積もりというの
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は図書館に限らないのですが、ここはすごく難しい状況にな

っているのかなと、そこは課題には感じております。そうい

う中で今後指定管理をどうしていくかということで、指定管

理は５か年のスパンなので、今回次の５か年に向けて新しい

募集をして、新しい事業者さんなり、今の事業者さんに継続

するなりを見る中で、検討していく必要があると思っていま

す。以上です。 

 

○Ｊ委員     ありがとうございます。 

 

○委員長     ありがとうございます。そろそろお時間ですので、ご質問

等を受けるのは終わりにしたいのですが、これは言っておき

たいなどありましたら、受け付けたいと思います。Ａさんは

大丈夫ですか。 

 

○Ａ委員     毎年、図書館評価がなされた後に、その中によくあるコメ

ントとして、評価自体がマンネリ化して評価のための評価に

なっているのではないかという意見が毎年見られるかと思い

ます。 

         我々委員のインセンティブというか、評価した事が図書館

として課題に反映されて、そしてそれが効果を得ているとい

う事が今までにあったのでしょうか。 

 

○図書館長    今、Ａ先生からお話しがありましたとおり、皆様からご意

見頂いて、力足らずでそれがなかなか実現出来ないことなど

いろいろありましたけれども、基本的にいただいたこととい

うのは活かしているつもりではあります。最初に私がご挨拶

で申し上げた通り、本当にいわゆる皆さんの思っている図書

館での事業のほかに、こういうことに図書館を使えるのでは

ないかと、私どもも考えておりますし、皆様方にもご意見頂

いていますし、世間の流れでも出ています。そういったこと

に取り組む中で、協議会の方から出たご意見というのを活か

しながら、これからの部分に繋げていけているとは考えてお

ります。以上です。 

 

○委員長      ありがとうございました。皆様、進行にご協力いただきあ
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りがとうございます。最後にＡさんからご質問があり、館長

からもお話がありましたが、図書館から資料の５－１に基づ

いて２０２３年度と２０２２年度の評価に対する取組につい

ても簡単なご紹介がありました。そういった資料も参照しな

がら、先ずは図書館の取組を見ていただきたいと思います。

同時に、ぜひ図書館の方には、私たちの意見はここに居るメ

ンバーだけの意見かもしれませんが、その背景には多くの市

民の方がいらっしゃることに思いを馳せながら、図書館の活

動に活かして頂けたらと思います。 

         Ｂさん、お時間を取れずにごめんなさい。 

           先ほどお示ししたスケジュールに基づいてやっていくので

すが、冒頭でもお話ししたように、２０分では意見交換が難

しかったと思います。先ずこれの読み解き方に関する質問が

あったということもありますし、かつ本当であれば先ほどＥ

さんが仰ったように、意見交換をしていった後に見つけられ

る、気付くということも多々あるかと思います。そちらにつ

いては１０月末までの意見提出の後に、図書館がまとめる私

たち皆の意見をぜひ参考にしていただきながら、追加の意見

などもお寄せ頂けたらと思います。よろしくお願いいたしま

す。ご協力ありがとうございました。 

           では、次第に戻りまして、７番の図書館からの報告事項で

す。初回ということでたくさんあるようですが、簡潔にお願

いいたします。 

 

○事務局      それでは、資料６図書館からの報告事項をご覧ください。 

このパートでは、毎回、市議会や教育委員会の動向や図書

館の各種取組について報告しております。個別の報告事項は

各担当者からさせていただきますが、しばらくは私の方でご

紹介させていただきます。 

まず、項番１の２０２５年度の図書館の体制です。職員は

総勢１８０名ほどおりますので、役職者一覧として各部門の

責任者をお示ししています。時間の都合上挨拶は割愛させて

いただきますが、図書館からの説明や報告は主に担当の係長

が行いますので、よろしくお願いします。 

次に項番２、町田市議会の動向です。 

第１回定例会では、２０２４年度の補正予算や２０２５年
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度の当初予算を審議いただきました。主な項目は１ページ目

の下段と２ページ目の上段に記載のとおりでございます。 

では２ページ目をご覧ください。文教社会常任委員会では、

予算審査と図書館から行政報告の２点を行なっております。 

行政報告の１点目は、前期図書館協議会でご意見をいただ

き策定しておりました、「町田市子ども読書活動推進計画」

が出来上がりましたので、その報告をしております。計画書

は本日机上に配付いたしました。 

２点目では、２０２５年５月に鶴川図書館が図書コミュニ

ティ施設に生まれ変わることを報告しております。 

では続いて一般質問です。三遊亭議員からシステム更改

により新しく始まるサービス内容について質問をいただきま

した。スマートフォンでの利用登録・更新や町田市公式ＬＩ

ＮＥでの本の予約、全館にフリーＷｉ－Ｆｉを導入したこと

などをお答えしております。 

第２回定例会では、田中議員からシステム更改後のトラ

ブルについてや予約連絡はがきの送付再開について質問い

ただきました。 

こちらについては、新しい図書館システムはトラブルな

く順調に運用できていることや利用者からの問い合わせがあ

った場合は、丁寧に説明していく旨をお答えしています。 

また、メールやＬＩＮＥをご利用していない方には、これ

までどおり、図書館への来館時や電話での問い合わせでも確

認できることをお伝えしておりますので、再開する予定はな

い旨をお答えしています。 

続いて（３）です。現在会期中ではありますが、第３回市

議会定例会の状況です。一般質問では、田中議員から、２０

２５年度から休館日の月曜日に職員が出勤しなくなったこと

による、職員体制や職員への影響、職員体制の充実を求める

質問とさるびあ図書館の存続を求める質問をいただきました。 

お答えとしましては、業務内容や業務量に応じて職員を適

切に配置し運営していることや、月曜日に実施していた書架

整理などの業務については開館日に問題なく実施できる体制

で職員への影響はないことなどをお答えしています。 

さるびあ図書館については、将来にわたりサービスを提供

していくため、中央図書館へ統合する旨をお答えしています。 
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９月１０日に行われた文教社会常任委員会では、２０２４

年度決算認定について、課別事業別行政評価シートに基づき

図書館の事業内容を説明し審査を受けました。 

続いて、項番３の町田市教育委員会の動向です。 

４月の第１回定例会において、３点報告しております。１

点目と２点目は、市議会で報告した内容でございます。３点

目のＰＯＰコンテントについては２０２４年度の開催結果を

報告しております。前期の図書館協議会の委員の方々には賞

の選考にご協力いただきありがとうございました。しおりに

なった授賞作品につきましては本日机上に配付しております。 

そして、２０２５年度もＰＯＰコンテストを開催いたしま

すので実施内容につきましては、後ほど説明いたします。 

一枚おめくりください。続いて、第５回教育委員会定例会

では、今期の図書館協議会委員の委嘱について議案を提出し、

議決をいただいております。 

それでは、続いて項番４の各種計画に基づく取組でござい

ます。こちら（１）つるかわ図書コミュニティ施設「つるぼ

ん」につきましては先ほど事業紹介の中でご紹介させていた

だきましたので、（２）からご説明いたします。 

 

○事務局      それでは「推し本を伝えよう！ひとことＰＯＰコンテスト

２０２５の開催について」ご説明いたします。 

 資料８－１から８－２をご覧ください。今年度も１１月１

５日から２０２６年１月１８日まで、ひとことＰＯＰコンテ

スト２０２５の作品を募集します。応募資格は市内在住・在

学または相互利用市在住の小学校４年生から１８歳までの方

となります。提出先は、市立図書館及び文学館となります。 

また、協力書店等につきましては、ただいま確認をとって

おりますが、昨年同様おねがいできればと思っております。 

応募いただいた作品は、図書館職員による第１次審査で１

０作品に絞ります。その中から最優秀賞１名、優秀賞２名、

図書館協議会賞１名、図書館長特別賞１名を選出いたしま

す。この図書館協議会賞１名を選ぶための投票を協議会委員

の皆様にお願いしたいと思います。 



36 

 

投票方法といたしましては、１０作品をＰＤＦにまとめ

たものと、資料８－２の投票用紙を併せてメールでお送りし

ますので、期日までにメールに添付のうえ投票用紙をお返し

いただければと思います。 

選考方法は１位が４点、２位が３点、３位が２点、４位が

１点とします。最優秀用、優秀賞にあたらなかった最上位の

作品を図書館協議会賞とさせていただきます。コメントにつ

いては、ホームページや授賞式でご本人にお伝えする際に使

用いたします。受賞者の方々に喜んでいただけますので、ぜ

ひコメントの方もよろしくお願いいたします。 

実際に投票をお願いするのは、今は仮に日付を入れており

ますが、来年の２月６日頃になると思います。少し先のイベ

ントとなりますがご協力よろしくお願いいたします。説明は

以上です。 

 続いて（３）「ことばらんどショートショートコンクール

２０２５」の実施について説明させていただきます。こちら

特に資料はありません。 

まず、ショートショートとは、応募者が自由な発想やアイ

デアで作成したオリジナル作品のことで、「短くて不思議な

物語」、「アイデアと、それを活かした印象的な結末のある物

語」のことです。 

応募資格者は、町田市在住・在学の小・中・高校生で、応

募期間は 7月１日～９月２０日までとなっています。応募は

締め切りましたので、これから審査を行います。 

応募いただいた作品は事務局による第一次審査を行い、約

４０作品に絞ります。その後３名の外部審査員による審査を

行い、小学生の部、中学・高校生の部から各１編づつ、市長

賞を始めとした５つの賞を選出いたします。 

なお、結果発表及び表彰式は２０２６年１月頃に行う予定

です。 

こちらに関しては図書館協議会委員の皆様にお願いする作
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業はありませんが、入賞作品は、町田市民文学館ことばらん

どホームページ等で発表いたしますので、ご確認いただけれ

ばと思います。説明は以上です。 

 

○事務局     それでは続いて（４）の地域資料のデジタル化についてご

報告いたします。 

資料の種類は２種類、資料９－１の説明資料と資料９－２

の資料一覧がございます。詳細はそこにありますので、口頭

では補足説明を行います。 

町田市立図書館は町田の資料を保存する役割がありますが

紙の資料には劣化があります。そこで国会図書館でも実施し

ているデジタル化による資料保存、およびインターネットで

の公開を検討してまいりました。 

２０２４年度の予算化にあたり、補助金「デジタル田園都

市国家構想交付金」対象事業とし、デジタル化費用の半額は

補助金を活用出来ました。 

資料の選定においては、著作権の問題もあり、行政資料

から選んでおります。「広報まちだ縮刷版」、「市史・村史」、

「市勢要覧類」、「（社会科副読本の）わたしたちの町田」、

「地図資料」を電子化対象資料としました。 

２０２５年１月から順次公開し、３月中に図書資料９８点、

地図資料７点すべて公開しております。図書資料は資料上１

２８点あるように見えますが、容量が大きくなった資料を分

割しているためです。 

公開については２０２２年１０月より導入した電子書籍サ

ービスに独自資料の公開機能がありましたので、これを活用

し公開費用をかけないようにしています。 

なお「サンプルから読む」で全ページ閲覧できる工夫をす

ることで、図書館の利用登録の無い方をはじめ、どなたでも

閲覧できるようにしております。説明は以上です。 

 

○事務局     それでは、最後に項番５その他でございます。私から報告

いたします。 

まず（１）堺図書館につきましては、堺市民センターの改

修工事に伴い休館していましたが、７月１日から再開をして
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おります。ただ、改修工事はまだ続いているため、出入り口

や駐車場、返却ポストの利用時間に変更がございます。詳細

は図書館ホームページでご案内しております。 

続いて、（２）と（３）は、利用者アンケートでございま

す。移動図書館については利用状況や利用者の方の状況を把

握するため１０月から１１月にかけてアンケート調査を実施

する予定です。図書館各館におきましては、１１月に鶴川駅

前図書館、１２月にその他の６館で利用者アンケート調査を

実施する予定でございます。 

あと、ここには記載はありませんが、文学館についてで

すが、改修工事に伴い来年度休館をする予定がございます。

時期や期間が決まりましたら改めてご報告いたします。 

最後に、一点お知らせがございまして、本日「（仮称）町

田市文化芸術のまちづくり計画」の素案が出来上がり、市民

意見募集を行っております。こちらは生涯学習部も関係して

いる事ですので、ご案内として資料を配布しています。１０

月２１日まで実施していますので、ご協力いただけるとあり

がたく思っております。中央図書館２階の入り口付近にも備

え付けてありますのでぜひよろしくお願いいたします。 

図書館からの報告事項は以上でございます。 

 

○委員長     ありがとうございました。今の図書館からの報告事項の内

容について、委員の皆様からご質問等がございましたらお願

いします。 

 

○Ｅ委員     すみません。私もだいぶ古くなってきて、昔の事がちょっ

と曖昧だったので。 

         先ほど評価について形骸化しているという話がＡ委員から

ありましたが、私は評価どころか生涯学習審議会もそうです

が、回数がどんどん減っています。 

          図書館長や図書館の方々に文句を言うという事ではないの

ですが、図書館協議会についても「協議会」という名前で年

間２回なのかと思ってしまいます。どんどん減っていって、

協議会自体や生涯学習審議会が形骸化している。これが町田

の行政の姿勢になってしまうと思います。 

   先ほどどなたかも仰ったように、市民委員が入っていても
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良いものであると思います。生涯学習、それから特別支援な

どの領域の福祉系の人達が入っても良いような町田の協議会

なのだとは思います。 

   「知恵の木」という大変良い冊子があります。前期委員の

先生が去年、協議会委員として大変努力なさいました。個別

にきちんとした評価をまとめてもいました。その先生が最後

にこう書かれています。「図書館協議会の課題と改善策」と

して冊子の中の３ページにあります。私はこれを読んで、本

当にその通りだと思いました。 

   行政、図書館関係者がとても頑張っているのは見ています

ので親近感は持っておりますが、協議会や審議会が本来どう

いうものなのかという事を、町田市はもう少しきちんと考え

た方が良いと思います。 

   「知恵の木」の人達もなかなかきつい事を言っていますが、

良い事を言っているので、その意見が反映されるような協議

会にする必要があるのではないかと思います。 

これからどうなさるのかという事はあるが、はっきり言っ

て今のところはＡ先生が仰ったように、形骸化というのが協

議会自身になるのではないかという事をあえて言わせていた

だきます。館長やほかの方々を攻撃している訳ではないです

が、やはり考えなければならない事だと思っている事は伝え

させていただきます。 

 

○委員長     ありがとうございます。今のご発言に対して図書館から何

かありますでしょうか。 

 

○図書館長    ご意見本当にありがとうございます。私どもも努めさせて

頂いております。仰る通り今回２回という少ない回数で、ま

た土日休みを取る私たちの都合という事もありますが、それ

に合わせた内容を絞り込んでいます。今後こちらで終わる訳

ではなく、来年度、再来年度と協議会は続いていきますので、

その中で我々がお願いしようと思ったことと見合った協議会

の回数などは確保していきたいと考えています。 

 

○委員長     ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。 
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○Ｈ委員     今、素晴らしいご意見があった中で重箱の隅をつつくよう

で大変恐縮なのですが。 

          町田市立図書館は日本図書館協会から脱退したのではない

か？と聞かれました。ホームページなどどこを探してもそう

いう記載はなかったので、それはないでしょうという話をし

たのですが、どうも脱退しているらしいと。そちらについて

の審議について伺いたいです。 

          また月曜日の休館は、職員の人はものすごく大変だと思い

ます。月曜日に返された本を火曜日に全部配架しなければい

けない重労働になると思います。利用者サービスという観点

からは、図書館はどう考えてらっしゃるか伺いたいです。 

          また、せっかく漫画の予約を解禁したのに、予約の部屋に

いくと意外にないのですが、その点はどう捉えてらっしゃる

のか、この３点について細かくてすみませんが伺いたいです。 

 

○図書館長    まず 1 つ目の、日本図書館協会の脱退というのは今回、私

の方でやらせて頂いております。これは図書館全体の資源配

分の中で、中央と各館含めて判断させて頂いております。 

          ２つ目の月曜休館についても資源配分という事がございま

す。利用者サービスという観点と手持ちの資源、そこを組み

合わせる中で月曜休館にさせて頂いて、サービスの維持や向

上を図るという考え方の中でやっていることでございます。

こちらは仕事のやり方ということの中で考えなければいけな

かったと再認識をしています。 

          最後に漫画を解禁したけれどあまり予約が入ってないとい

うことについてです。細かな話になるのですが、漫画の予約

を解禁した時に実は結構いっぱい予約が来るのではないかと

いう話があったのですが、実際私の想定としてはそんなに変

わらないかなと。一時は増えるかもしれないが、また普通の

本と同じ流れになるかなと思っていました。私の考えでは少

し多いかなと思っているくらいです。普通の本との流れはそ

のように考えております。 

          漫画で難しいのは、三多摩の図書館長の中の話になるので

すが、まず漫画を買っている団体が少なく、予約の事を聞こ

うと思っても予約以前なのです。なので、ほかの館ではやっ

ていない事をやらせて頂いているので、そういう意味ではチ
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ャレンジングな事業なのかと感じています。 

 

○委員長     ありがとうございました。すみません、皆さんにお伺いす

るのを忘れていたのですが、予定時間の４時を過ぎてしまっ

ているので、終了時刻をあと５分だけ延ばしても、委員の皆

さんは大丈夫でしょうか。 

          

○一同       同意。 

 

○委員長      ありがとうございます。 

では今、ご質問に対して館長から回答がありました。そち

らについても必要であれば図書館評価のコメントに書いて頂

いても全く構いません。 

早く終われるようであれば終わりますが、ほかにありまし

たらお願いします。Ｂさんはいかがでしょうか。 

 

○Ｂ委員     １点だけよろしいでしょうか。 

 先ほどの図書館評価のところで時間がなかったので、念の

ために確認しておきたい事があります。 

 中央図書館を個別館として評価するという話があったと思

うのですが、実質中央館は全館に関わると思います。例えば

電子書籍などは全て中央館が管理しているでしょうから、全

域に関わる作業があると思うのですが、それも含めて中央館

として評価するという事で良いですよね。 

 

○事務局     全館に関わることも含めて評価という事でお願いいたしま

す。 

 

○Ｂ委員     ありがとうございます。以上で大丈夫です。 

 

○委員長     ありがとうございます。どうしても一言言いたいという方

がいらっしゃったら、あと１つお受けします。 

 

○Ｅ委員     難しい話ではなく質問です。漫画もこの頃デジタル化して

いますよね。もう結構デジタル漫画も読んでいますが、導入

する可能性はありますか。 
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○事務局     電子書籍につきましては、漫画より一般書や「ちしきのほ

ん」、「よみもの」などの児童書をまずは考えています。費用

面の問題もありますので、そちらが充実して余裕が出たら漫

画も考えていくつもりではありますが、今のところは考えて

はいないです。 

 

○委員長     ありがとうございます。ではだいぶ時間が押してまいりま

したので、ここまでにしたいと思います。皆様ありがとうご

ざいます。 

           最後に今一度確認をしておきたいのですが、資料２です。

本協議会の議事録の作成に関してなのですが、議事録作成の

流れとして１つ目に事務局が議事録を作成するのに３～４週

間程度とあります。 

           その３～４週間がすなわち、図書館評価の期間とほぼ同じ

で、今日ご発言の中身は、そこに大変大きく関わることが含

まれていたかと思います。こちらを前倒し出来るか確認させ

ていただきたいと思います。 

 

○事務局     かなりそのままの言葉で、あまり整っていない状態で一旦

ご覧いただくなどであれば、ある程度お時間頂けたら提供さ

せていただきます。平行して私たちで少し整える作業を行っ

て、議事録として修正をするという流れであれば大丈夫そう

です。 

 

○委員長     そちらでよろしいかと思います。 

ＡＩを使って文字起こししたものでも構いませんので、ま

ずは皆さんに共有頂けたらと思います。ご協力ありがとうご

ざいます。 

初回から委員長を仰せつかりましたが、皆様のご協力のお

かげで１０分超過で何とか済ませることが出来ました。本当

にありがとうございました。 

ここからは改めて事務局の方にお戻ししたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

○事務局     長時間、皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。 
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 次回の開催は２月頃を予定しております。改めて皆様に日

程の調整を確認させていただきますのでよろしくお願いいた

します。本日は会議の運営、皆様ありがとうございました。 

以上で終了させていただきます。 

 


